
第47回 八尾河内音頭まつり 協賛申込書
八尾河内音頭まつり振興会　行（FAX：072-924-3995）

令和 6 年　　月　　　日

〇 イベントチラシは、八尾市内全戸配布を予定しております。（市政だより9月20日発行号と同時配布予定）
〇 ステージ看板およびバックパネルはイベント開催期間中（２日間）設置掲載です。
〇 広告や商標ロゴ等の版下作成等については、ご協賛者様でご用意いただき主催者までご提出願います。 
〇 掲載条件の詳細は事務局までお問い合せください。
〇 協賛広告金の一部を日本赤十字社を通じて、被災地に寄附いたします。

協賛申込内容

申込方法について
　「協賛申込書」に必要事項をご記入いただき、郵送、メールまたはファクスで、八尾河内音頭まつり振興会事務局宛てにお送りください。
　「申込書」は、八尾河内音頭まつり公式ホームページ（https://www.yaokawachiondo.com）からもダウンロードできます。
申込先について
　宛　名：八尾河内音頭まつり振興会事務局（八尾市役所  観光･文化財課内） 
　宛　先：〒581-0003　大阪府八尾市本町 1-1-1　八尾市役所  観光･文化財課 
　メール：k-bunkazai@city.yao.osaka.jp ／ 電話：072-994-5741 ／ FAX：072-924-3995
申込後のお手続きについて
　

注意事項
　
　○ 荒天､地震､風水害､事件､事故､疫病等の理由により､やむを得ずイベントを開催縮小または中止にすることがあります。
　　 この場合においても協賛金の返還は行わないものとします。それに伴う仕入れ金の損害や営業機会の損失、その他いかなる
　　 名目においても､金銭補償は一切いたしかねますのでご了承ください。 
　〇 以下に該当する協賛およびイベント趣旨にそぐわないと主催者が判断する協賛はお断りすることがあります。 
　　・政治性および宗教性のあるもの 
　　・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に
　　　 規定する営業に該当するものまたはこれに類するもの 
　　・暴力団員等と密接な関係を有するもの 
　○ 個人情報については、協賛金募集に係る業務以外の目的には利用いたしません。 

協賛申込書または
申込フォームから
の提出

申込事項確認と協賛
内容に係る今後の
手続きのご案内

広告版下データ
企業ロゴ等の
ご提出

協賛金のお振込み
案内を郵送

ご協賛企業様 ご協賛企業様 事務局より事務局より
協賛の
手続き
完了！

金　額 （単位 : 円）

プラチナ
パートナー

ゴールド
パートナー

シルバー
パートナー

ブロンズ
パートナー

協賛広告

180,000 円

100,000 円

50,000 円

30,000 円

340,000 円

170,000 円

90,000 円

200,000 円

150,000 円

240,000 円

チラシ広告掲載
（枠サイズ：大）

ホームページ広告バナー
（ホームページ内トップ表示）
※企業ホームページリンク設定

ステージ看板
（パネルサイズ：大）

＋＋

チラシ広告掲載
（枠サイズ：中）

ホームページ広告バナー
（ホームページ内中段表示）

ステージ看板
（パネルサイズ：小）＋＋

チラシ広告掲載
（枠サイズ：小）

ホームページ広告バナー
（ホームページ内下部表示）

ステージバック
パネル

（社名のみ）
＋＋

チラシ広告掲載
（社名のみ）

ホームページ広告バナー
（ホームページ内下部表示）＋

うちわ広告

ブース出店

会場入口
エアーアーチ

令和６年
8月 8日まで

令和６年
8月31日まで

令和６年
8月31日まで

令和６年
8月31日まで

・うちわの片面の使用となります。もう片面は振興会でのデザインが記載されます。　・制作業者とのデータ（ｲﾗｽﾄﾚｰﾀｰ等）の受け渡しが必要です。

・企業、事業者、団体等のテントブースでの出店になります。ただし、政治的、宗教的なものは除きます。

・まつり会場に設置している入口に設置するエアーアーチに掲載します。

まつり会場に設置しているエアーアーチへの掲載【※４ヵ所限定】

協賛に関する詳細は
公式ホームページで
ご確認ください。

：26日・  27日希望日

2日開催

×

×

2日間出店

１日間出店

※1日出店ご希望の場合は、希望日をお知らせ下さい。

①

②

③

④


